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大田区 

大田区の障がい者の状況 

平成
28年度

令和
元年度

手帳あり（人） 490 705

手帳なし（人） 434 726

総数（人） 924 1,431

平成
28年度

令和
元年度

指定難病（国疾病）（人） 6,419 7,045

都疾病（経過措置の疾病を含む）（人） 49 26

総数（人） 6,468 7,071
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【身体障害者手帳所持者数】  【精神障害者保健福祉手帳所持者数】  

【愛の手帳所持者数】  【自立支援医療費（精神通院医療）申請者数】  

【通所受給者証所持者数】  【難病医療費等助成申請者数】  

※各年度 3月 31日時点 

（ただし、特別支援教室・情緒障害等通級指導学級の児童・生徒数のみ各年度 5月 1日時点） 

【特別支援教室・情緒障害等通級指導学級の生徒数】  

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

小学校（特別支援教室） 233 551 715 781 803

中学校（情緒障害等通級指導学級）
※令和元年度は特別支援教室含む

74 86 91 91 121
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施策の全体像 

3-2 権利を守るまちの実現 

基本理念 基本目標 施策目標 

1-1 障害福祉サービス等の充実 

1-2 希望する暮らしの実現 

1-3 社会参加・社会活動の充実 

1-4 保健・医療の充実 

1-5 障がい児支援の充実 

1-6 特性に応じた支援 

2-1 相談支援体制の充実 

2-2 障がいへの理解促進 

基本目標１ 

自分らしく 

いきいきと 

暮らせるまち 

障
が
い
者
が
地
域
で
自
分
ら
し
く
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す 

基本目標２ 

認めあい 

つながり 

暮らせるまち 

基本目標３ 

安全・安心に 

暮らせるまち 

3-1 災害・犯罪への対策 

1-1-1 日中活動の場の整備 

1-1-2 緊急時の受入体制の充実 

1-1-3 サービスの質の確保・向上 

1-2-1 居住の場の確保・充実 

1-2-2 地域生活移行支援の充実 

1-3-1 就労支援の充実 

1-3-2 余暇活動の充実 

1-4-1 保健・医療の充実 

1-5-1 教育の充実 

1-5-2 保育の充実 

1-6-2 高次脳機能障がい者支援の充実 

1-6-1 発達障がい者支援の充実 

2-1-1 相談支援の充実 

2-1-2 地域ネットワークの充実 

2-2-1 障がいを理由とする差別の 
解消の推進 

2-2-2 地域との交流の充実 

3-1-1 災害時相互支援体制の整備 

3-1-2 福祉避難所の体制整備 

3-1-3 防犯対策の充実 

3-2-1 障がい者虐待防止等の推進 

3-2-2 成年後見制度等利用支援の充実 

3-2-3 ユニバーサルデザインの 
まちづくりの推進 

区立施設の機能見直し・強化、民間事業者による施設等整備の支援 

短期入所事業の充実 

福祉人材の確保・育成・定着支援、指導検査等の実施、 

福祉サービス第三者評価の受審促進、オンラインを活用した支援の検討 

障がい者グループホームの整備支援、 

障がい者グループホーム連絡会の開催、居住支援協議会の開催 

 

アウトリーチ支援事業の推進、退院後支援ガイドライン対応事業の推進 

就労支援ネットワークの推進、生産活動支援施設連絡会の取組みの充実、 

会計年度任用職員（（仮称）オフィス・サポーター）の雇用 

余暇活動の機会や場の提供、障がい者スポーツの推進 

精神保健福祉地域支援推進会議の開催、難病対策地域協議会の開催、 

医療的ケア児・者支援関係機関会議の開催 

幼児教育の振興、就学・教育相談の充実、特別支援教育の充実 

統合保育の充実、学童保育室での受入体制の充実 

乳幼児健康診査等の実施、発達支援ネットワークの推進、 

発達障がいの理解啓発の推進 

高次脳機能障がい支援ネットワークの推進、 

高次脳機能障がいの理解啓発の推進 

 

相談支援体制の充実・強化、ピアサポーター・相談員等の活動推進 

地域ネットワークの推進、自立支援協議会の開催 

障がい者差別解消支援地域協議会の開催、 

障がい者差別解消のための啓発活動の推進、合理的配慮の推進 

理解促進事業の実施、地域交流事業の実施 

要配慮者及び避難行動要支援者支援の推進、 

災害時の自助及び相互支援意識の普及啓発 

福祉避難所の運営等検証 

福祉施設等の安全体制の確保、特殊詐欺等防止のための啓発活動の推進 

障がい者虐待防止のための啓発活動の推進、障がい者虐待への対応実施 

権利擁護検討支援会議の開催、成年後見制度利用促進のため

の協議会運営、老いじたくへの支援～親あるうちの備え～ 

地域力を活かしたまちづくりパートナー活動の推進、 

心のバリアフリーの促進 

2-2-1 

3-2-3 

個別施策 主な取組み 



  

 



  

 

これまで区では、障がい者の地域での暮ら

しを支える機能を充実させるため、障がい者

総合サポートセンターを中心として、障害者支

援施設、障害福祉サービス事業所、相談支援

事業所等との連携を深め、面的な体制整備を

進めてきました。 

平成３１年３月には、障がい者総合サポート

センターを増築し、短期入所、発達障がい児支

援の機能を持った B 棟を開設し、機能の拡充

を図り、多機能拠点として整備しました。 

今後、区においては、地域生活支援拠点等

の各機能を強化し、さらなる充実を図るとと

もに、各機能の運用状況を、本計画の PDCA

サイクルに基づき、「大田区障がい者施策推進

会議」で検証・評価を行っていきます。 

障害福祉サービス等の提供体制の確保に向けて 

入所待機者の状況など区の実状を踏まえて、令和元年

度末時点における施設入所者のうち、令和５年度末まで

に、２０人が地域移行支援や地域定着支援、自立生活援助

等を利用して地域生活に移行すること、令和５年度末時点

の施設入所者数を 493 人とすることを目標とし、都の地

域移行コーディネーターと連携して、地域での生活を希望

する方の地域移行に向けた支援を進めていきます。 

区では、障がい者就労支援センターを中核として、ハロ

ーワーク、特別支援学校、障がい者施設等、関係機関と連

携した就労支援に取り組んでいます。  

本人及び企業への就労促進や就労定着等の支援の充

実を図るため、ネットワーク事業などを通じて、一般就労

への移行を推進していきます。 

 

区では、「大田区医療的ケア児・者支援関係機関会議」を平成３０年９月から設置し、関係機関の連

携、情報交換、連絡等を行っています。また、既存の建物を活用し、医療的ケアが必要な障がい児等

を対象とした児童発達支援事業及び放課後等デイサービスを実施する施設の整備を計画しました。 

このような実績等を踏まえ、本計画においては、現在の整備計画を推進し、令和３年度末までに、

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を開設す

ること、令和５年度末までに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを目標と

し、関係機関等と連携した切れ目のない支援の提供体制を構築していきます。  

【大田区の地域生活支援拠点等のイメージ】  

 地域生活支援拠点等の機能の充実 

福祉施設入所者の地域生活への移行 

項目 令和 5年度末目標 

施設入所者のうち 

地域生活に移行する者の数 

令和２年４月１日から 

       20人 

施設入所者数 493人 

 

 福祉施設から一般就労への移行 

 
障がい児支援体制の整備等 

 

項目 令和 5年度末目標 

福祉施設から一般就労への移行者数  165人 

一般就労への移行者のうち就労定着
支援事業の利用割合 

70％ 

就労定着率 8割以上の 
就労定着支援事業所 

70％ 

 



 

 

 

 

 

 

 

これまで区では、基幹相談支援センターで

ある障がい者総合サポートセンターを中核

とした相談支援を行ってきました。 

本計画においては、障がい者総合サポー

トセンターが、今後より一層、基幹相談支援

センターとして各事業者への専門的な助言・

支援、連携強化などに取り組むことができる

よう、地域の相談支援事業者等との適切な

役割分担や、身体・知的障害者相談員、ピア

サポーターの活用を行うことで、相談支援体

制の充実・強化を図っていきます。 

障害福祉サービス等の提供体制の確保に向けて 

区では、令和元年 11 月に、医療・保健・福祉の関係機関に

よる協議の場として「精神保健福祉地域支援推進会議」を設

置しました。 

本計画においては、「精神保健福祉地域支援推進会議」を

引き続き開催し、地域課題の検討及び支援事業等の評価を実

施することで、精神障がい者が地域で安心して自分らしい生

活を送れることを目指します。 

平成 31 年 3 月に、障がい者総合サポートセンターの増築により、学齢期の発達障がい児を対象に放課後等デイサ

ービスなどの事業を開始しました。また、令和 2年 4月に、こども発達センターわかばの家に新たな分室を設置し、事

業の強化を図りました。 

このような実績を踏まえた上で、本計画においては、発達障がい者及びその家族等が、発達障がいの特性を理解

し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるよう取り組んでいきます。 

障害福祉サービス等が多様化するとともに、

多くの事業者が参入している中、利用者が真に

必要とする障害福祉サービス等の提供を行うこ

とが重要です。 

 相談支援体制の充実・強化 

項目 令和 5年度末目標 

総合的・専門的な相談支援の実施 有 

地域の相談支援事業者に対する訪問等による 

専門的な指導・助言件数 
140件 

地域の相談支援事業所の人材育成の支援件数 8件 

地域の相談機関との連携強化の取組みの 

実施回数 
12回 

 

 
精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 発達障がい者支援事業の推進 

 障害福祉サービス等の質の向上 

項目 令和 5年度末目標 

精神障害者の地域移行支援 7人 

精神障害者の地域定着支援 9人 

精神障害者の共同生活援助 161人 

精神障害者の自立生活援助 11人 

 

項目 令和 5年度末目標 

都が実施する障害福祉サービス等に

係る研修その他の研修への参加人数 
〇人 

障害者自立支援審査支払等システム等による 

審査結果の分析・活用 

 分析結果を共有する体制の有無 あり 

 分析結果を共有する回数 〇回 

 

そのため、引き続き、都が実施

する障害福祉サービス等に係る

各種研修に区職員が参加すると

ともに、事業所に対して請求方法

等の情報提供を行うことで、障

害福祉サービス等の質の向上を

図ります。 


